
 
体調不良者 

京都府職員の所属長 

【体調不良者に確認】 
防疫作業従事時に適切な個人防護具の着用ができていなかった 

かつ 
38℃以上の発熱 及び 急性呼吸器症状がある 

 必要に応じ、かかり
つけの医療機関を受
診 

 受診後、産業医に連
絡 居住地の保健所が感染症

指定医療機関に受診調整 

検体採取 

府保環研がH5亜型の 
PCR 検査 

陽性 陰性 

京都府職員が感染研に
検体搬送 
感染研がH5N1 の検査 

防疫作業後の体調不良者の対応フロー 

2025.12.26 

Yes No 

所属長が 
京都府健康対策課※と 
居住地の保健所に連絡 

【※健康対策課連絡先】 
平日：075-414-4723 
夜間、休日：①②のいずれか 
①090-9058-2855、②090-7091-9993 

各自治体の対応
フローによる 

居住地が京都府
（京都市除く） 

居住地が京都市 
又は京都府外 

適切に防護服を着用していたが、 
38℃以上の発熱 及び 急性呼吸器症状が

ある 

No Yes 

 居住地の保健所に
相談 

 産業医に連絡 

居住地が京都府
（京都市除く） 

保健所が必要に応じ
受診勧奨 


